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◆ 改版履歴 

項番 日付 担当者 Ver 改版頁 改版履歴（修正内容・理由） 

1 2026/1/21 宍戸 0.96 - 地方農政局等および県拠点向け説明会用として作成 

２ 2026/3/9 宍戸 0.98 - 仮運用実施用として作成 

3 2026/3/30 宍戸 1.00 - 最終納品版発行 

4 2026/4/7 野口 1.1 5.1.8(1) 「ユーザー名」に入力する内容がユーザーIDであること

を明示 
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◆ 用語の定義 

用語 定義 

申請者情報 交付申請者の基本情報（氏名、住所、生年月日等）を指す。 

申請データ BAMSで扱う申請情報 

一覧画面(リスト) 申請データが複数並んでいる画面 

詳細画面(フォーム) 申請データの詳細な項目を表示する画面 

18桁コード 交付申請者を一意に識別するコードです。「都道府県コード（2桁）」

「地域協議会コード（3桁）」「地域協議会等管理コード（13桁）」の

合計 18桁で構成されています。 
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1 概要編 

1.1 BAMS（経安申請システム）の概要 

BAMS（経安申請システム）（以下、BAMS）は、協議会と地方農政局等および県拠点の業

務効率化を目的として構築されたものです。すべての協議会と地方農政局等および県拠点

が、BAMSを介して経営所得安定対策に関する申請・承認業務を行います。 
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1.1.1 BAMSの目的・メリット 

（1）担当者の確認作業を軽減 

BAMSへのデータ登録時に、前年度情報との差分チェック機能等の機械的なチェックを実

施、これまで人手で確認していた作業が大幅に軽減されます。 

（2）申請データの確認に係る時間を軽減 

申請内容に関する確認が生じた場合、BAMSのコメント機能により、協議会と地方農政局

等および県拠点で容易に確認することが可能になります。（Excelファイルのやりとりが不

要になります） 

（3）人事異動時の引継ぎを確実に 

BAMSでは、過去の申請データや地方農政局等および県拠点との調整の経緯が一元的に管

理されますので人事異動時に BAMSの申請データを確認することで容易な引継ぎが可能にな

ります。 

（4）申請データの「先祖返り」対策（常に最新の申請データを管理） 

協議会と地方農政局等および県拠点で申請データを確認する際、メールの添付ファイルで

やり取りを行うと誤って旧ファイルを修正するなどの通称「先祖返り」が生じる場合があり

ました。 

 BAMSでは、クラウドサービス上で一元的に管理を行うため、常に最新の情報を参照・更

新することが可能になります。 

（5）申請データの作成時間の効率化（過去の申請情報を再利用） 

 BAMSで申請データを新規作成時、前年度の申請情報を再利用することができます。 

（6）PDF ファイル（販売伝票等）のアップロードによる効率化 

協議会から地方農政局等および県拠点に提出する販売伝票等の添付書類は、電子ファイル

（PDF形式）で BAMSにアップロードすることができるようになります。 
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（7）複数のスタンドアロンツールを BAMS に集約 

申請書入力システム（Access）や入力支援ツール（Excelマクロ）など、用途ごとにスタ

ンドアロン型のツールとして配布していましたが、個人間でファイルの送受信が必要にな

り、個人情報を含むファイルをメールで送信することからパスワード設定が必要になる等、

多くの付帯処理が必要になっています。BAMSでは、協議会が直接、申請データを登録する

ことになるため、これらの付帯処理は不要になります。 

 また、協議会が申請データを登録すると地方農政局等およびに通知が届くため連絡も不要

になります。 

（8）システムの操作性の改善（eMAFF） 

eMAFFでの改善事項として、スクロールの回数を減らし、直感的に分かりやすい画面とな

るよう２カラムレイアウトでの改善を予定しています。 

（9）最新の申請者情報を管理 

BAMSでは、最新の申請者情報を保持します。様式ごとに同じ申請者情報（氏名、住所な

ど）を繰り返し登録する必要がないように1８桁コードをキー項目として取込作業ができる

ようになります。 

（10）農地情報の登録が可能 

BAMSでは、協議会が営農計画書を登録できるようになります。（eMAFFにデータ移行し

た水田台帳データを移行、R8/4から登録可能予定） 

（11）ナラシの申請機能 

 ナラシの申請処理についても BAMSで登録ができるようになります。 

（12）アクセス制限 

BAMSは、インターネット上のクラウドサービスとして構築しますが、特定のユーザー

（協議会および当省関係者）のみがアクセスできるよう、以下のセキュリティ対策を講じま

す。 

   ・ アクセス制限（IPアドレス） 

   ・ 多要素認証（メールアドレスあてに一時的パスワードを通知してログイン） 
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（13）メール誤送信対策 

BAMS内でデータを提出することができるため、メール誤送信によるセキュリティリスク

が低減できます。 
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1.1.2 ServiceNow製品概要 

BAMSは、ServiceNowというアプリケーションで構築されています。 

（1）ServiceNow（サービスナウ）とは？ 

  

公式サイト https://www.servicenow.com/jp/ 

 

・申請、承認や問い合わせ対応などの仕事の流れを最適化・効率化することを目的としたシ

ステムです。 

・日本の地方公共団体や官公庁だけでなく、米国の政府機関でも採用されている、信頼性の

高いクラウドサービスです。 

・ISMAPを取得しており、非常に強固なセキュリティ基盤です。 

 

 

https://www.servicenow.com/jp/​
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1.1.3 BAMSで扱う処理 

BAMSでは以下の処理を扱います。 

（1） 協議会の業務 

・ 申請データの登録（CSV/Excel取込・画面入力） 

・ 地方農政局等および県拠点への申請 

・ 承認状況・コメントの確認 

・ 申請データの修正、取下げ 

・ CSV/Excel出力、PDF出力 

・ 添付書類の登録 

・ 18桁コード変更申請 

・ アカウント申請（新規/変更/削除） 

 

（2） 地方農政局等および県拠点の業務 

・ 申請データの承認・差戻 

・ 承認状況・コメントの確認 

・ CSV/Excel出力 

・ 添付書類の閲覧 

・ 18桁コード変更申請の承認 

・ アカウント発行・変更・削除申請の承認 
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1.1.4 BAMSが保持するデータ 

「交付金算定システム」が保持している「申請者情報」「交付申請情報」と、eMAFFが保

持している「営農計画情報」「農地情報」は、BAMSへの移行が完了しています。 
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1.1.5 地方農政局等および県拠点のデータの参照範囲 

BAMSでは、今後地方農政局等および県拠点の業務が地方農政局へ移管されていくことを

考慮し、承認操作を行う農政局や地方農政局等のユーザーを階層を分けずに１つにまとめ

「地方農政局等および県拠点」と呼びます。 

BAMSにおける、地方農政局等および県拠点と協議会のデータの参照範囲ついて、地方農

政局等および県拠点は、農政局の管轄のすべての協議会のデータを参照可能です。担当の都

道府県を選択することで対象の申請データを絞り込んで表示することができます。 
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1.1.6 動作要件 

BAMSの動作要件を以下に示します。 

動作要件 

OS Windows 11 

ウェブブラウザ Microsoft Edge, Google Chrome 

（最新バージョンのブラウザ） 

端末 インターネットに接続された端末 

※iOS,および Android 、私物端末からの接続はできません。 
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1.2 BAMSにおける申請・承認業務の概要 

1.2.1 申請から承認までの流れ 

BAMS導入後の経営所得安定対策における申請業務全体の流れを以下に示します。 

農業者から受領した申請データを BAMSに登録します。登録方法は、協議会システムから出

力した CSV/Excelを BAMSに登録する方法と、BAMSの画面上で登録する方法の２通りが

あります。 

申請データを BAMSに登録した後、地方農政局等および県拠点へ申請します。地方農政局

等および県拠点の職員は申請データを確認し、承認・差戻を行います。 
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1.2.2 入出力可能な様式 

以下に、BAMSで入出力可能な様式を記載します。 

 

 

  

画面 一括 帳票（PDF） CSV/Excel

様式第1号・3号 経営所得安定対策等交付金交付申請書

経営所得安定対策等交付金振込口座届出書

兼口座名義人に対する委任状
○ ○ ○ ○

BAMSでは、様式第１号・３号、様式第１号B（ナラシ）に

分けて扱います。

様式第1号B 収入減少影響緩和交付金（ナラシ）

○ ○ ○ ○

帳票は様式第1号に含まれます。

様式第2号 水稲生産実施計画書兼営農計画書

○ ○ ○ ○

・BAMSのみを使用する協議会は、「農地利用計画」（筆情

報）を登録します。

・様式第２号の基礎データの提出は、ゲタについては様式第

６号の画面、水活については様式第７号の画面から行いま

す。

様式第6号 畑作物の直接支払交付金における作付面積確

認報告書 ○ ○ ○ ○

様式第7号 水田活用直接支払交付金の交付申請者別作付

面積確認結果報告書 ○ ○ ○ ○

様式第9-1号 畑作物の直接支払交付金における数量払の交付

申請書 ○ ○ ○ ○

様式第9-2号 経営所得安定対策等の交付金に係る自家加工

販売

(直売所等での販売)計画書兼出荷・販売等実

績報告書

- - - -

BAMSでは、様式第9-2号の申請・出力を添付書類の登録

機能で対応します。

様式第10-1号 収入減少影響緩和交付金の交付申請書

○ ○ ○ ○

様式第10-11号 収入減少影響緩和交付金の積立て申出に係る

米穀の出荷・販売契約数量等報告書 ○ ○ ○ ○

様式第11-1号 水田活用直接支払交付金の対象作物に係る出

荷・販売等実績報告書兼誓約書（令和6年12

月改正版）
○ ○ ○ ○

様式第11-2号 「〇年産加工用米等生産出荷数量一覧表」及び

「水田活用の直

接支払交付金における飼料用米、米粉用米の数

量報告書」

- - - -

BAMSでは、様式第11-2号の申請・出力を添付書類の登

録機能で対応します。

様式第11-3号 水田活用の直接支払交付金における産地交付

金の交付額報告書 ○ ○ ○ ○

様式第11-10号

（別紙）

様式第 11-10号(別紙)_産地交付金の活用実

績の明細 ○ × ○ ×

様式 帳票名
申請 出力

備考
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1.2.3 ステータスの遷移 

BAMSでは、申請データの状態を「ステータス」という概念で管理します。ステータス

は、申請データがどの段階にあるかを示す重要な仕組みです。以下に BAMSで管理するステ

ータスと業務の関連図を記載します。 

 

（1） BAMS で使用するステータスの種類・各ステータスの編集権限 

以下は各ステータスに対して、協議会と地方農政局等および県拠点による申請データの編

集可否を示します。また、全てのステータスで、申請データに対する閲覧とコメントは可能

です。 
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（2） BAMS におけるステータス遷移のイメージ 

BAMSにおけるステータスが変わるイメージを協議会と地方農政局等および県拠点の操作

を例に記載します。 

 

① 協議会が申請し地方農政局等および県拠点が承認する場合 

CSV/Excel取込、画面入力ともに BAMSに申請データを登録した際には、ステータスは

「登録中」となります。次に、申請データを地方農政局等および県拠点に一括申請するとス

テータスは「確認中」に変わります。最後に地方農政局等および県拠点が申請データを承認

するとステータスは「完了」となります。 
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② 協議会が申請の取下をし、再登録をする場合 

協議会が申請を取り下げる場合、ステータスは「取下」に変わります。取り下げた申請を

修正し、再登録を行うとステータスは「確認中」になります。 

 

 

③ 地方農政局等および県拠点が申請データを差戻する場合 

地方農政局等および県拠点が申請を差戻した場合は、ステータスは「差戻」になり、協議

会は申請内容を修正し再度地方農政局等および県拠点に申請を行います。 

 

  



       

BAMS（経安申請システム） 地方農政局等および県拠点向け操作手順書 

- 21 - 

 

1.3 BAMSの基本仕様 

1.3.1 出力ファイル仕様 

BAMSでは、CSVと Excel両方の形式で出力を行うことができます。 

 

Excelのファイル形式について 

Excelの入力：*.xlsファイル、*.xlsxファイル両方の拡張子の取り込みが可能です 

Excelの出力：*.xlsxファイルでの出力となります。 

 

出力した Excelファイルを確認する Excelのバージョンについて 

Excelファイルは*.xlsxファイルでの出力となるため、出力されたファイルを確認するた

めには「Excel2007以降」のアプリケーションが必要となります。 

 

出力可能な拡張子について 

pdf,xls,xlsx,doc,docx,ppt,pptx,zip,xlsm,docm,pptm,rtf,dwg,dxf,eml,vsdx,vsdm,jww,s

fc,jtd,jtdc,xdw,avi,mov,wmv,mp4,mpeg,mpg,m4a,wav,wma,mp3,csv,txt,bmp,gif,jp

g,jpeg,png,wmf,emf,tif,tiff 

 

出力可能なファイルサイズについて 

30MBまで / １ファイルあたり 

参考例として、様式 2号の PDF帳票（2枚組）を 500名分出力すると、PDFファイルサイ

ズは約 15MBとなります。 
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1.3.2 制約関連 

（1） セッションタイムアウトについて 

 BAMSでは、操作を行わない状態が 120分間続くと、自動的にログアウトされます。ログ

アウト時に保存していない申請データは失われるため、申請データの編集中は適宜保存して

ください。 

 

（2） CSV/Excel ダウンロード時のエラーについて 

申請データを CSV/Excelで一括出力する際、フィルター条件を多く設定すると出力時にエ

ラーが発生する場合があります。目安として、協議会フィルターを 50件程度設定した場

合、エラーが発生する可能性があります。一括出力時にエラーが発生した場合は、フィルタ

ー条件を減らして再度出力してください。 

 また、出力対象となる申請データの件数が多い場合、タイムアウトエラーが発生すること

があります。目安として、交付申請者情報の場合、出力件数が 4万件程度でタイムアウトエ

ラーが発生します。一括出力を行う際は、フィルター条件を適切に設定し、出力件数を調節

してください。 
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2 機能編 

機能編では、地方農政局等および県拠点のユーザーが BAMSで使用する画面の機能説明を

行います。 

2.1 ログイン・ログアウト 

2.1.1 ログイン 

① BAMSにアクセスします。 

② ユーザー名を入力します。 

③ パスワードを入力します。 

④ ログインをクリックします。 

 

② 

③ 

④ 
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2.1.2 ログアウト 

① 管理者画面（ワークスペース画面）上部のヘッダーメニューからユーザーをクリックしま

す。 

 

  

① 
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②表示された一覧から「ログアウト」をクリックします。 

 

  

② 
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2.2 ワークスペース画面 

地方農政局等および県拠点のユーザーは「ワークスペース」画面を使用します。ワークス

ペース画面では、申請内容を確認、申請内容の承認などを行うことができます。 

 

 

 

ワークスペース画面 
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2.2.1 ヘッダーメニューエリア 

2.2.2 サイドバーエリア 

2.2.3 ダッシュボードエリア 
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2.2.1 ヘッダーメニューエリア 

ヘッダーメニューエリアは、ServiceNowの標準機能であり、常に画面上部に固定表示さ

れる機能です。 

 

 

 

（1） ロゴ 

クリックすると経安申請システムワークスペースのワークスペース画面に遷移します。 

（2） お気に入り 

「お気に入り」をクリックすると自身がお気に入り登録したメニューが表示されます。 

詳細は「5.1.2お気に入り」をご参照ください。 

（3） 履歴 

クリックすると過去に表示した画面の一覧が表示されます。 

  

（1）ロゴ （2）お気に入り （3）履歴 （4）ユーザーアイコン 
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（4） ユーザーアイコン 

ユーザーアイコンをクリックすると以下のボタンが表示されます。 

 

① プロファイル 

ユーザープロファイルの設定画面が表示されます。 

詳細は、「5.1.1プロファイル」をご参照ください。 

② 設定 

ユーザー個人の設定の画面に遷移します。 

③ キーボードショートカット 

ServiceNowで使用することができるキーボードショートカットが記載された画面に遷移

します。 

④ ログアウト 

クリックするとログアウトをします。 

 

 

  

② 

② 

① 

② 

③ 

② 

④ 

② 
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2.2.2 サイドメニューエリア 

サイドメニューエリアでは、ワークスペース画面・申請データ一覧画面を切り替えること

ができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（1） ホーム 

クリックするとワークスペース画面が表示されます。 

（2） 当年度一覧 

 （表示上は R8一覧） 

クリックすると当年度申請の申請データ一覧画面が表示されます。 

詳細は「2.3 申請データ一覧画面」をご参照ください。 

（3） 前年度一覧 

 （表示上は R7一覧） 

クリックすると前年度申請の申請データ一覧画面が表示されます。 

詳細は「2.3 申請データ一覧画面」をご参照ください。 

（4） 過去データ一覧 

クリックすると申請データ一覧画面が表示されます。 

 詳細は「2.3 申請データ一覧画面」をご参照ください。 

（1）ホーム 

（2）当年度一覧 

（3）前年度一覧 

（4）過去データ一覧 
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2.2.3 ダッシュボードエリア 

ダッシュボードエリアは、申請データの情報を直観的にわかるようにグラフや件数表示を

する機能です。 

 

 

（1） タブエリア 

申請データなどを開くとタブが増え、画面を切り替えて表示することができます。 

（ブラウザ上ではすべて同一タブ内に表示され、ワークスペース内で複数タブに分かれ表示

を切り替えることができます。） 

  

（1）タブエリア 

（3）グラフ表示 

（4）件数表示 

（5）一覧表示 

（2）ボタンエリア 
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（2） ボタンエリア 

 

 

① 確認する申請年度を選択 

確認する申請年度を選択し、ダッシュボードエリアに表示する内容を変更することができ

ます。「なし」を選択するとすべての申請データが表示されます。 

 

② 担当する地方農政局等および県拠点を選択する 

ワークスペース画面で表示する地方農政局等および県拠点を 1つもしくは複数選択するこ

とが可能です。 

この設定に応じて、ワークスペース画面の表示内容も変わります。 

操作の詳細は「3.1 必須設定」の「3.1.1 担当する地方農政局等および県拠点の選択」をご

参照ください。 

  

① ② 
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（3） グラフ表示 

 

各ステータスの件数を棒グラフで表示します。 

棒グラフクリックすると各ステータス別の申請データ一覧画面へ遷移します。 

 

① リフレッシュ 

クリックすると画面の表示内容を最新の状態に更新します。 

 

② PNGとして保存 

クリックすると PNGとして保存します。 

 

③ JPEGとして保存 

クリックすると JPEGとして保存します。 

  

② 

③ 

① 
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（4） 件数表示 

 

ステータスが確認中または差戻の申請データの件数を表示します。ステータスが「確認

中」の申請データは、地方農政局等および県拠点の承認が必要な申請データの件数です。ス

テータスが「差戻」の申請データは自分が差戻しをしている申請データの件数を表示してい

ます。 

クリックすると各ステータス別の申請データ一覧画面へ遷移します。 

 

① リフレッシュ 

画面の表示内容を最新の状態に更新します。 

  

① 
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（5） 一覧表示 

申請データの一覧を表示します。 

 

 

① フィルターの表示／非表示 

 クリックすると、フィルターの表示／非表示を切り替えることができます。 

② 交付申請者管理コード 

 クリックすると、当該申請者の申請データ詳細画面に遷移し、申請内容を閲覧できま

す。申請データ詳細画面は、ワークスペース画面上の新しいタブで開かれます。 

③ 協議会 

 協議会が表示されます。 

④ 協議会担当者 

 協議会担当者が表示されます。 

⑤ リフレッシュ 

 画面の表示内容を最新の状態に更新します。 

⑥ その他アクション 

クリックすると申請一覧に表示する申請データの項目（フィールド）を選択できます。 

⑦ ページ送り 

クリックするとページを移動できます。詳細は「5.1.4 ページ送り」をご参照くださ

い。 

① 

② 

③

② 

④

② 

⑤

② 

⑥

② 

⑦

② 

⑧

② 
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⑧ １ページあたりのレコード数 

「▼」ボタンをクリックすると申請一覧に表示する申請データの件数を変更できます。 
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2.3 申請データ一覧画面 

申請データ一覧画面は、「2.2.2サイドメニューエリア」で「当年度一覧」「前年度一

覧」「過去データ一覧」をクリックしたときに表示される画面です。協議会からの申請デー

タを様式やステータス別で表示することができます。 

 

 

  

2.3.2ボタンエリア 2.3.1 リスト選択エリア 2.3.3 フィルターエリア 

2.3.4一覧表示エリア 
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2.3.1 リスト選択エリア 

リスト選択エリアは「デフォルトのリスト」と「自分のリスト」で構成されています。 

 

 

 

（1） デフォルトのリスト 

  

（2） (1) 

 

③ 

④ 

⑤ 

② 

① 
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① 確認対象の申請 

「  」をクリックすると全ての申請データの一覧をステータスごとに表示することがで

きます。 

 

② 各様式の申請 

各様式の「  」をクリックすると選択した様式の申請データの一覧をステータスごとに

表示することができます。 

 

③ 交付金算定出力用 

「  」をクリックすると様式ごとに交付金算定システムに連携できるレイアウトで申請

データの一覧を表示することができます。ステータスが「完了」の申請データのみ表示され

ます。 

 

④ BAMS入出力用 

「  」をクリックすると様式ごとに BAMSに取込可能なレイアウト（様式の全ての項目

を確認できるレイアウト）で申請データの一覧を表示することができます。 

 

⑤ BAMSデータ確認用 

「  」をクリックすると「ファイル一括申請結果」や「添付書類」の一覧を表示するこ

とができます。「ファイル一括申請結果」では、協議会が CSV/Excel取込を行ったときの結

果を確認できます。「添付書類」では、協議会が登録した添付書類を確認することができま

す。 
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（2） 自分のリスト 

自分のリストは、任意の条件で絞り込んだ申請データ一覧を保存することができます。 

初期表示では「カスタムリストはまだありません」と表示されます。 

※各カスタムリストをユーザー自身で新規作成することはできません。 
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「自分のリスト」には以下の 3つの機能があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 保存したリスト 

「③一時的なリスト」のうち、保存を行った申請データが表示されます。 

「③一時的なリスト」を保存する方法は「5.1.6（2）共有されたリンクを確認する」をご

参照ください。 

 

② 共有されたリスト 

※BAMSでは使用しません。 

  

① 

② 

③ 
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③ 一時的なリスト 

他のユーザーから共有された申請データ一覧画面のリストが表示されます。 

リストを共有する方法は「5.1.6（1）他のユーザーにリストを共有する」をご参照くださ

い。 

共有されたリストを確認する方法は「5.1.6（2）共有されたリストを確認する」をご参照

ください。 
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2.3.2 ボタンエリア 

 

 

 

（1） リフレッシュ 

画面の表示内容を最新の状態に更新します。 

 

（2） 選択ボタン 

 

選択ボタンは、申請データのチェックボックスにチェックを入れることでアクティブ状態

になり、使用することができます。申請データを選択していない状態では非アクティブ状態

になり選択ができません。 

「   」をクリックすると、以下の 3つのボタンが表示されます。 

 

① 一括確認完了ボタン 

選択した申請データを一括で承認します。 

 

② 一括差戻ボタン 

選択した申請データを一括で差戻します。 

 

（1） （2） （3） 

① 
② 

③ 
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③ 帳票出力ボタン 

対象の様式の申請データが入力された帳票を一括で出力します。 

詳細は「3.8.1申請データを CSV/Excelで出力する」をご参照ください。 

 

（3） その他のアクションボタン 

 

 

「  」をクリックすると、「フィールドをカスタマイズ」と「URLをコピー」のボタン

が表示されます。 

 

① フィールドをカスタマイズ 

クリックすると、追加・削除したい項目（フィールド）を選択できる画面が表示され、申

請データ一覧画面上のレイアウトを変更することができます。 

詳細は「5.1.5 フィールドをカスタマイズ」をご参照ください。 

 

② URLをコピー 

開いている画面の申請データ一覧の情報をURLでコピーし共有することができます。 

詳細は「5.1.6（1）他のユーザーにリストを共有する」をご参照ください。 

 

  

① 

② 
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2.3.3 フィルターエリア 

フィルターエリアでは、表示する申請データの絞り込み条件を設定できます。 

詳細は、「5.1.3検索条件による絞り込み表示（フィルター機能）」をご参照ください。 
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2.3.4 一覧表示エリア 

表示内容や操作は「2.２.3（5）一覧表示」 と同様です。 

 

 

 

  （5）表示件数変更ボタン 

（4）画面表示オプション 

（3） 個別選択チェックボックス 

（1） 全件選択チェックボックス 

（2）申請データ編集機能 
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（1） 全件選択チェックボックス 

申請データ一覧画面において、ラベル横のチェックボックスにチェックを入れると、1ペ

ージあたりに表示される全件が選択されます。 

※以下の画像では 20件が選択されています。 

 

 

申請データ数が 1ページに収まらず、複数ページにまたがる場合、ラベル横のチェックボ

ックスにチェックを入れると「このリストの〇個のアイテムが選択されています。△のすべ

てのリストアイテムを選択」というメッセージが表示されます。申請データの全件を選択す

る場合は、「△のすべてのリストアイテムを選択」というリンクをクリックします。 
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（2） 申請データ編集機能 

 申請データ一覧画面上では、申請データを編集・修正することができます。手順は以下の

通りです。 

 

① 申請データ一覧画面で「   」をクリックします。 

② 画面の右側に申請データの詳細が表示されます。 

③ 任意の項目を修正し、「更新」ボタンをクリックします。 

 

 

  

① 

② 

③ 
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（3） 個別選択チェックボックス 

チェックボックスにチェックを入れると申請データを個別に選択できます。 
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（4） 画面表示オプション 

画面表示オプションは任意の項目の上で右クリックをすると表示され、一覧表示エリアの

申請データの表示を制御することや、編集することができます。 

 

① この値で絞り込み 

クリックすると、選択した値のみの申請データで絞り込みされます。 

選択した値はフィルター条件に自動的に追加されます。 

詳細は「5.1.3 （4）特定の値で絞り込む」をご参照ください。 

 

② この値を除外 

 クリックすると、選択した値以外の申請データで絞り込みされます。 

詳細は「5.1.3 （5）特定の値を絞り込み条件から除外する」をご参照ください。 

 

③ フォームを編集 

 クリックすると、「2.3.4（2）申請データ編集機能」と同じ画面が表示されます。 

① 

③ 

② 
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（5） 表示件数変更ボタン 

表示件数変更ボタンをクリックして任意の数字を選択すると、画面上で表示される最大の

申請データの件数を変更することができます。 
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2.4 申請データ詳細画面 

申請データ詳細画面では、各様式の申請データの詳細な情報が表示されます。 

 

  

2.4.1ボタンエリア 

2.4.2データ表示エリア

2.4.2申請データ詳細エリア 

2.4.3コメント/作業メモエリア 
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2.4.1 ボタンエリア 

 

 

 

 

（1） 帳票出力ボタン 

申請データが記載された帳票を PDFで出力するボタンです。 

 

（2） 保存ボタン 

申請データを保存します。 

※操作しない時間が 2時間続いた場合、自動的にセッションが切れ、セッションタイムアウ

トとなります。セッションタイムアウトが行われると、ログアウト状態になり入力中のデー

タは消去されるため、適宜保存を行うようにしてください。 

  

（1） （2） 
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2.4.2 データ表示エリア 

 

 

（1） 詳細 

リスト選択エリアで選択した申請データが表示されます。 

 

（2）関連データエリア 

関連データエリアには、詳細で表示される申請データに紐づく関連データが確認できま

す。  

名前をクリックすると関連データが表示されます。関連データがある場合には、関連デー

タ名の横に件数が表示されます。  

例）（共通）営農計画書の水稲用途別作付面積等（様式第 2号）（計画） 

 

  

（1） （2） 
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2.4.3 コメント/作業メモエリア 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（1） コメント 

協議会ユーザーとコメントでやりとりする機能です。送信したコメントはアクティビティ

に追加されます。アクティビティでは、やりとりの履歴を確認できます。 

一度投稿したコメントは削除や修正を行うことができません。 

操作手順は「3.5.1 コメントを送信する」をご参照ください。 

 

（2） 作業メモ 

作業メモは同じ地方農政局および県拠点のユーザーのみ閲覧可能なテキストを残すことが

できます。送信した作業メモはアクティビティに追加されます。 

一度投稿した作業メモは取り消すことができません。 

作業メモの操作手順は「3.5.2 作業メモを送信する」をご参照ください。 

（3） 

（2） （1） 
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（3） スタックビュー 

スタックビューをクリックすると、「コメント」と「作業メモ」の入力欄が同時に表示さ

れます。 
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3 承認編 

本章では地方農政局等および県拠点が行う、承認に関わる操作について説明します。 

 

3.1 必須設定 

3.1.1 担当する地方農政局等および県拠点の選択 

BAMSの初期状態では、所属する地方農政局が管轄するすべての協議会の申請データを閲

覧することができます。以下の 2つの設定を行うことで、自身が担当する地方農政局等およ

び県拠点が管轄する協議会の申請データに絞り込んで表示をすることができます。 

 

（1）ダッシュボードエリアでの表示設定 

（2）申請データ一覧画面での表示設定 

 

なお、本設定画面では全国のすべての地方農政局等および県拠点が表示されますが、自身

の権限が無い地方農政局等および県拠点を選択しても、その申請データが表示されることは

ありません。 
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（1） 担当する地方農政局等および県拠点の申請データをダッシュボードエリアで表示

する 

本項では、ダッシュボードエリアの「グラフ表示」「件数表示」「申請一覧」に表示され

る件数や申請データを、担当する地方農政局等および県拠点が確認する申請データのみとす

る設定を行います。 

 

① ワークスペース画面上部の「担当する県拠点を選択」の「   」ボタンをクリックしま

す。 

② 「利用可能」に表示された一覧から自分の担当する地方農政局等および県拠点を選択しま

す。 

※本項では例として「中央区県拠点」を選択しています。 

③ 「＞」ボタンをクリックします。 

 

 

  

① 

② 

③ 
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④ 「適用対象」に選択した地方農政局等および県拠点が表示されることを確認します。 

⑤ 「適用」をクリックします。 

 

  

④ 

⑤ 
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この設定を行うと、ワークスペース画面の「申請一覧」には、②で設定した地方農政局等

および県拠点が担当する協議会の申請データのみ表示されるようになります。なお、ログア

ウトすると「担当する県拠点を選択」で選択した内容はリセットされます。 
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（2）担当する地方農政局等および県拠点の申請データを申請データ一覧画面で表示する 

本項では、申請データ一覧画面に表示される申請データを、担当する地方農政局等および

県拠点が確認する申請データのみとする設定を行います。 

 

① ワークスペース画面上部の「ユーザー名」をクリックします。 

② 表示される一覧から「プロファイル」をクリックします。 

  

① 

② 
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③ 「県拠点フィルター」の南京錠マークをクリックします。 

 

 

  

③ 
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④ 「  」をクリックします。 

 

  

④ 
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⑤ 「利用可能」に表示された一覧から自分の担当する地方農政局等および県拠点を選択しま

す。 

※画像では例として「中央区県拠点」を選択しています。 

⑥ 「＞」ボタンをクリックします。 

  

⑤ 

⑥ 
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⑦ 選択した地方農政局等および県拠点が右側のエリアに表示されることを確認します。 

⑧ 「保存」をクリックします。 

 

  

⑦ 

⑧ 
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⑨ 「更新」をクリックします。 

 

  

⑨ 
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この設定を行うと、⑦で選択した地方農政局等および県拠点のみの申請データが表示され

るようになります。 
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3.1.2 担当する協議会の選択 

「3.1.1（2）担当する地方農政局等および県拠点の申請データを申請データ一覧画面で表

示する」で行った「県拠点フィルター」の設定に加え、さらに協議会で表示を絞り込むこと

ができます。 

※ダッシュボードエリアでは担当する協議会の設定をすることはできません。申請データ一

覧画面にのみ有効な設定となります。 

 

（1）担当する協議会の申請データを申請データ一覧画面で表示する 

本項では、申請データ一覧画面に表示される申請データを、担当する協議会の申請データ

のみとする設定を行います。 

① ワークスペース画面上部の「ユーザー名」をクリックします。 

② 表示される一覧から「プロファイル」をクリックします。 

 

① 

② 
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③ 「協議会フィルター」の南京錠マークをクリックします。 

※「協議会フィルター」を設定する前に、必ず「県拠点フィルター」を設定してください。

選択した地方農政局等および県拠点の管轄する協議会が、協議会フィルターの選択肢として

表示されます。（「県拠点フィルター」に複数の地方農政局等および県拠点を設定した場合

は、それぞれの地方農政局等および県拠点が管轄する協議会がすべて選択肢として表示され

ます。） 

 

 

 

 

  

③ 
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④ 「  」をクリックします。 

 

  

④ 



       

BAMS（経安申請システム） 地方農政局等および県拠点向け操作手順書 

- 71 - 

 

⑤ 「利用可能」に表示された一覧から自分の担当する協議会を選択します。 

※画像では例として「日本橋協議会（B地区）」を選択しています。 

⑥ 「＞」ボタンをクリックします。 

 

  

⑤ 

⑥ 
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⑦ 選択した協議会が右側のエリアに表示されることを確認します。 

⑧ 「保存」をクリックします。 

 

  

⑧ 

⑦ 
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⑨ 「更新」をクリックします。 

 

  

⑨ 
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3.2 申請データを確認する 

協議会からの申請の確認方法は、以下の通り２つあります。本章ではそれぞれの確認方法

を説明します。 

◼ メール通知から確認する 

◼ 通常のログイン操作から確認する 
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3.2.1 メール通知からログインし申請データを確認する 

 

① メールの本文に記載されているリンクをクリックします。 

 

 

  

① 
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② 対象様式の自分が確認したいステータスをクリックします。 

※画像では例として「確認中」を選択しています。 

③ 申請データの一覧が表示されます。 

 

  

② 

③ 
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3.2.2 通常のログイン操作から申請データを確認する 

個別で申請データを確認する方法と、一括で申請データを確認する方法があります。2つ

の方法について、以下で説明します。 

 

（1） 個別の申請データを確認する 

① 2.1ログイン・ログアウトで記載されている手順でログインします。 

②  画面左側のメニューから「    」をクリックします。 

 

  

② 
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③ リストから「デフォルトのリスト」をクリックします。 

④ 対象の様式の自分が確認したいステータスをクリックします。 

※画像では例として「確認中」を選択しています。 

⑤ 申請データの一覧が表示されます。 

  

③ 
⑤ 

④ 
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⑥ 確認したい申請データの交付申請者管理コードのリンクをクリックします。 

 

  

⑥ 
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⑦ 交付申請者管理コードのリンクをクリックすると申請データ詳細画面に遷移し内容を確認

することができます。 

 

申請データ詳細画面の見方は「2.4 申請データ詳細画面」をご参照ください。 

 

  

⑦ 
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3.3 様式を PDFで出力する 

各様式を PDFで出力する方法は、一覧画面から出力する方法と、詳細画面から出力する方法

があります。 

（2）一覧画面から出力する 

各様式を一覧画面から出力することが可能です。以下の手順で実施してください。 

 

① 「3.2.2 通常のログイン操作から申請データを確認する」と同じ手順で、PDF出力をした

い申請の申請データ一覧画面を表示します。画像では、例としてステータスが「全て」の

申請データを表示します。 

② 確認したい申請データの左横にあるチェックボックスにチェックし、選択状態にします。 

③ 「   」をクリックします。 

④ 「帳票出力」ボタンをクリックします。 

 

 

 

① 
② 

③ 

④ 
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⑤ 「印刷が完了しました」とメッセージが表示され、PDFが出力されます。 

  

⑤ 
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（3）詳細画面から出力する 

各様式を詳細画面から出力することが可能です。以下の手順で実施してください。 

 

① 「3.2.2 通常のログイン操作から申請データを確認する」と同じ手順で、PDF出力をした

い申請の申請データ一覧画面を表示します。画像では、例としてステータスが「確認中」

の申請データを表示します。 

② 確認したい申請データのリンクをクリックします。 

 

  

① 

② 
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③ 画面右上にある「帳票出力」ボタンをクリックします。 
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3.4 申請データを承認する 

本項では、協議会からの申請に対して承認操作を行う方法を説明します。 

BAMSにおける承認操作は、「一括確認完了」または「確認完了」ボタンをクリックするこ

とで承認することができます。その際、ステータスは確認中から完了に変わります。 
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3.4.1 一括承認する 

① 「3.2.2 通常のログイン操作から申請データを確認する」と同じ手順で、ステータスが

「確認中」の申請データ一覧画面を表示します。 

② 全件選択チェックボックスにチェックを入れます。 

チェックを入れると画面上に表示されている申請データが全件選択されます。画面上に表

示されている申請データだけでなく、対象となる全ての申請データを選択するためには

「〇〇のすべてのリストアイテムを選択」をクリックして下さい。 

③ 「   」をクリックします。 

④ 表示された選択肢から「一括確認完了」をクリックします。 

  

④ 

① 

② 

③ 
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3.4.2 個別で承認する 

（1） 申請データ一覧画面で承認する 

① 「3.2.2 通常のログイン操作から申請データを確認する」と同じ手順で、ステータスが

「確認中」の申請データ一覧画面を表示します。 

② 個別で承認したい申請データの左側に表示されているチェックボックスにチェックを入れ

ます。 

③ 「   」をクリックします。 

④ 表示された選択肢から「一括確認完了」をクリックします。 

 

  

② 

③ 

④ 

① 
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（2） 申請データ詳細画面で承認する 

① 「3.2.2 通常のログイン操作から申請データを確認する」と同じ手順で、ステータスが

「確認中」の申請データを表示します。 

② 確認したい申請データの交付申請者管理コードのリンクをクリックします。 

  

①

「 

② 
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③ 申請データ詳細画面で、「確認完了」ボタンをクリックします。 

  

③ 



       

BAMS（経安申請システム） 地方農政局等および県拠点向け操作手順書 

- 90 - 

 

3.5 コメント/作業メモを送信する 

本項では、協議会ユーザーと BAMS上でやりとりするためのコメント/作業メモの送信方

方法を説明します。コメントを投稿すると協議会ユーザーにメールで通知されます。 
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3.5.1 コメントを送信する 

本項では、コメントの送信について説明します。以下の手順で、コメントの送信を行って

ください。 

 

① 申請データ詳細画面で「コメント」タブをクリックし、入力欄に任意の文字を入力しま

す。 

他のユーザーにコメントを送る場合は、「@」の後にメンションしたいユーザー名を入力し

てください。入力すると、入力欄の下にユーザー候補が表示されるため、その中から該当する

ユーザーを選択します。 

  ※ユーザーの候補には、BAMSに登録されている全てのユーザーが候補として表示されます。 

ただし、メンションでユーザーを指定しても、必ずそのユーザーに通知が送信されるわけでは

ありません。コメントの通知は、自分が所属している協議会、または地方農政局等および県拠

点のユーザーに送信されます。 
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② 「コメントを投稿」をクリックし、コメントを送信します。 

③ コメントを送信すると「アクティビティ」にコメントが表示されます。 

 

  

① 

② 

③ 
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3.5.2 作業メモを送信する 

本項では、作業メモの送信について説明します。以下の手順で、作業メモの送信を行って

ください。 

 

① 「作業メモ」タブをクリックし入力欄に任意の文字を入力します。 

② 「作業メモを投稿」をクリックし、送信します。 

※「作業メモ」は同じ地方農政局および県拠点のユーザーのみ閲覧可能であり、協議会ユーザ

ーには表示されません。 

③ 「アクティビティ」にて、コメントの履歴や、申請データの変更履歴を確認できます。 

 

 

  

① 

② 

③ 
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3.6 申請データを差戻する 

本項では、申請データの差戻をする方法を説明します。差戻の方法は一括で差戻す方法と

個別で差戻す方法があります。差戻を行うとステータスは「確認中」から「差戻」に変わり

ます。 
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3.6.1 一括差戻する 

① 「3.2.2 通常のログイン操作から申請データを確認する」と同じ手順で、ステータスが

「確認中」の申請データ一覧画面を表示します。 

② 全件選択チェックボックスにチェックを入れます。 

③ 「   」をクリックします。 

④ 表示された選択肢から「一括差戻」をクリックします。 

  

① 

② 

③ 

④ 
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3.6.2 個別で差戻する 

（1） 申請データ一覧画面で差戻する 

① 「3.2.2 通常のログイン操作から申請データを確認する」と同じ手順で、ステータスが

「確認中」の申請データ一覧画面を表示します。 

② 差戻したい申請データの左側に表示されているチェックボックスにチェックを入れます。 

③ 「   」をクリックします。 

④ 表示された選択肢から「一括差戻」をクリックします。 

  

① 

③ 

④ 

② 
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（2） 申請データ詳細画面で差戻する 

① 「3.1.2ワークスペースから確認する」と同じ手順で、ステータスが「確認中」の申請デ

ータ一覧画面を表示します。 

② 確認したい申請データの交付申請者管理コードのリンクをクリックします。 

 

 

 

 

  

① 

② 
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③ 申請データ詳細画面で、「差戻」ボタンをクリックします。 

 

  

③ 
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3.7 申請データを編集する 

本項では、申請データの内容を編集する方法を説明します。申請データを編集する方法は

2通りあり、申請データのステータスによって異なります。 

 

◼ 承認前のステータスが「確認中」の申請データを編集する 

◼ 承認後のステータスが「完了」の申請データを編集する 
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3.7.1 承認前に編集する 

① 「3.2.2 通常のログイン操作から申請データを確認する」と同じ手順で、ステータスが

「確認中」の申請データ一覧画面を表示します。 

② 編集したい申請データの交付申請者管理コードのリンクをクリックします。 

 

  

① 

② 
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③ 任意の項目を編集します。 

④ 「保存」をクリックします。 

 

 

  

③ 

④ 
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3.7.2 承認後に編集する 

① 「3.2.2 通常のログイン操作から申請データを確認する」と同じ手順で、ステータスが

「完了」の申請データ一覧画面を表示します。 

② 編集したい申請データの交付申請者管理コードのリンクをクリックします。 

 

  

① 

② 
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③ 詳細画面上で「編集」ボタンをクリックします。 

 

  

③ 
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④ ステータスが確認中になったことを確認し、任意の項目を編集します。 

⑤ 「保存」をクリックします。 

※「保存」をクリックすると、ステータスが「完了」から「確認中」に変わります。 

  

⑤ 

④ 
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3.8 申請データの CSV/Excel出力 

本項では、申請データを CSV/Excelで出力する方法を説明します。 

3.8.1 申請データを CSV/Excelで出力する 

申請データのうち、「交付金算定出力用」（ステータスが完了の申請データ）および

「BAMS入出力用」（全ステータスの申請データ）において、CSV/Excel出力することがで

きます。 

画面に表示されている申請データだけでなく、表示対象となっている申請データすべてが

出力されます。（下の画像の例では、画面に表示されている 20件だけでなく、表示対象と

なっている 105件が出力されます。） 

※フィルター条件を設定している場合は、そのフィルターが適用されて表示対象となった

申請データが出力されます。 

 

「フィールドのカスタマイズ」で並び順や表示非表示の設定を行っている場合でも、イン

ターフェース仕様書で定義されている項目（申請データ一覧で初期表示されている項目）お

よび並び順で出力されます。 
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本項では、例として「BAMS入出力用」の「（共通）申請情報（様式第 1号 3号）」の申

請データを CSV/Excelで出力する方法を説明します。 

① 「3.2.2 通常のログイン操作から申請データを確認する」と同様の手順で、「BAMS入出

力用」の「（共通）申請情報（様式第 1号 3号）」の申請データ一覧を表示します。 

② 申請データ一覧画面で「一括出力ボタン」の「▼」をクリックします。 

※特定の申請データのみ出力したい場合は、「5.1.3（4）特定の値で絞り込む」の手順で

申請データを絞り込んだ後、手順②を実施してください。 

 

  

① 

② 
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③ 出力するファイルタイプを「Excel出力」または「CSV出力」から選択します。 

 

 

  

③ 
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3.8.2 交付金算定システム用の CSVを出力する 

交付金算定システムに取り込むための申請データは、承認が完了し、ステータスが「完

了」の申請データが対象となります。 

また、「3.8.1 申請データを CSV/Excelで出力する」と同様に、画面に表示されている申

請データだけでなく、表示対象となっている申請データすべてが出力されます。 

 

① 「3.2.2 通常のログイン操作から申請データを確認する」と同じ手順で、デフォルトのリ

ストから交付金算定出力用の対象の様式をクリックします。 

② 申請データ一覧画面で「一括出力ボタン」の「▼」をクリックします。 

  

① 

② 
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③ 出力するファイルタイプを「Excel出力」または「CSV出力」から選択します。 

※交付金算定システムに取り込みができる形式は、CSVのみです。 

 

  

③ 
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3.9 添付書類の閲覧 

本項では、協議会ユーザーが BAMSにアップロードした添付書類の確認方法を説明しま

す。 

3.9.1 添付書類を閲覧する 

① 「3.2.2 通常のログイン操作から申請データを確認する」と同じ手順で、デフォルトのリ

ストから、BAMSデータ確認用の「添付書類」をクリックします。 

② 対象の添付書類の「タイトル」のリンクをクリックします。 

 

 

  

① 

② 
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③ 画面右側の「   」をクリックします。 

④ 確認したい書類の「   」をクリックします。 

 

  

③ 

④ 
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⑤ 「ダウンロード」をクリックし、ファイルをご確認ください。 

 

 

  

⑤ 
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4 手続編 

4.1 アカウント申請を承認する 

アカウント申請の承認とは、各協議会の担当者が、自協議会のユーザーアカウントについ

ての申請をBAMS上で行い、地方農政局等および県拠点が承認を行うことです。 

承認対象となる申請内容は以下の通りです。 

◼ 協議会ユーザーアカウントの新規登録 

◼ 協議会ユーザーアカウントのユーザー情報の変更 

◼ 協議会ユーザーアカウントの削除 
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4.1.1 申請から承認の流れ 

アカウント申請は協議会が地方農政局等および県拠点に申請を行い、地方農政局等および

県拠点が承認を行います。承認後、運用保守事業者がBAMS上でアカウントの新規発行、変

更、削除の作業を行います。 
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4.1.2 承認の操作手順 

アカウント申請内容の確認方法は、メール通知から確認する方法と申請データ一覧画面か

ら確認する方法があります。メール通知から確認する場合は、メールに記載されているリン

クをクリックし、BAMSにログインしてください。以下は、申請データ一覧画面から確認す

る方法を説明します。必要に応じて、協議会とコメントでやりとりすることも可能です。 

 

① ワークスペース画面で「過去データ一覧」をクリックします。 

 

  

① 
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② 「デフォルトのリスト」から「BAMSデータ確認用」をクリックします。 

③ 「BAMSアカウント申請」をクリックします。 

 

  

③ 

② 
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④ 確認対象の申請データをクリックします。 

※番号は BAMSで自動採番されます。 

  

④ 
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⑤ 画面右側の「   」マークをクリックします。添付ファイルをダウンロードし、申請内

容を確認してください。 

※ダウンロード方法は、「3.9.1 添付書類を確認する」の手順④⑤をご参照ください。 

 

  

⑤ 
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⑥ 承認する場合は「確認完了」ボタンを、却下する場合は「差戻」ボタンをクリックしま

す。 

 

 

  

⑥ 
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4.1.3 地方農政局等および県拠点アカウントを発行・変更・削除

する 

地方農政局等および県拠点ユーザーのアカウントの発行、変更、削除については、本省か

ら運用保守事業者に依頼し、運用保守事業者が対応します。  
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5 Tips 

5.1 共通操作 

5.1.1 プロファイル 

ユーザーのプロファイル情報を表示します。プロファイルでは、現在ログインしているユ

ーザー（例：東京 次郎）の情報を確認することが可能です。プロファイルページへの遷移

は、以下の手順に沿って実施してください。 

 

① 画面右上のユーザーアイコンをクリックします。 

② 「プロファイル」をクリックします。 

 

 

  

① 

② 
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プロファイルの詳細画面に遷移します。 

 

  

更新ボタン 

ページヘッダーエリア 

ユーザー情報エリア 5.1.1.2 ユーザー情

関連リンク 
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◆ ページヘッダーエリア 

各ページの上部に表示される領域で、ヘッダーメニューエリアの直下に配置されます。 

現在表示しているページのタイトルやビュー情報、ボタン等を表示し、ユーザーがページ内

容を把握しやすくしています。それぞれの機能について説明します。 

 

 

 

 

 

 

（1） 戻る 

クリックすると、前回開いていた画面に遷移することが可能です。 

 

  

(1) 戻る 

(3) ページ名・ユーザー名・ビュー名 

(2)ハンバーガーメニュー (4)添付ファイル 

(5) フォームをカスタマイズ 

(6) その他のオプション 

(7) 更新ボタン 
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（2） ハンバーガーメニュー 

クリックすると、以下のメニューが表示されます。以下、各機能について説明します。 

 

 

 

 

 

① 保存 

ページ内で変更した内容が保存されます。 

② 構成 

画面のデザイン・レイアウト等の編集を行うことができます。※BAMSでは使用しませ

ん 

③ エクスポート 

開いている画面が PDF化され、ダウンロードすることができます。 

④ お気に入りの作成 

開いている画面がヘッダーメニューエリアの「お気に入り」に追加されます。 

※「お気に入り」については、次章の「5.1.2 お気に入り」をご参照ください。 

⑤ URLのコピー 

  開いている画面のURLがクリップボードにコピーされます。 

  ※URLのコピーについては、「5.1.6（1）他のユーザーにリストを共有する」をご参照

ください。 

⑥ フォームのリロード 

開いている画面が更新されます。 

③ 

⑤ 

① 

② 

④ 

⑥ 
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（3） ページ名・ユーザー名・ビュー名 

現在開いている画面のページ名、ログインしているユーザー名、ビュー名が表示されま

す。 

※ビュー名とは、同一フォームに対して異なる項目構成やレイアウトを切り替えるための

表示形式の名称です。ビューとは、主にユーザーごとにワークスペース画面のレイアウトの

見せ方を変えたい場合に使用されます。 

 

（4） 添付ファイル 

クリックすると、以下の画像が表示されます。必要に応じて、ファイルを添付することが

できます。 

  

  



       

BAMS（経安申請システム） 地方農政局等および県拠点向け操作手順書 

- 126 - 

 

（5） フォームをカスタマイズ 

現在開いているフォームのレイアウトを変更することができます。 

クリックすると、以下の画像のメニューが表示されます。 

   

デフォルトでは全ての項目にチェックマークが付けられており、表示されています。 

必要に応じて、非表示にする項目のチェックマークを外してください。 

 

（6） その他のオプション 

クリックすると、以下の画像のメニューが表示されます。 

   

※地方農政局等および県拠点ユーザーでは、テンプレートバーを表示/非表示は利用できな

いため、ご了承ください。 

タグの追加を行うことで、開いているページの申請データの一覧や検索で絞り込みするこ

とが可能になります。また、申請データを整理することにも役立ちます。 
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（7） 更新ボタン 

ページ内で変更した内容が保存され、ワークスペース画面に遷移します。 
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◆ ユーザー情報エリア 

項目ごとに設定したユーザーの情報が表示されます。 

 

 

  

(1) 県拠点フィルター 
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（1） 県拠点フィルターを変更する 

「県拠点フィルター」の右横に表示されている鍵マークをクリックすると、以下の画像の

ダイアログが表示され、所属する地方農政局等および県拠点の変更を行うことができます。 

必要に応じて、以下の手順で所属の地方農政局等および県拠点の変更を行ってください。 

 

① 虫眼鏡マークをクリックします。 

   

 

  

① 
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② 地方農政局等および県拠点を選択します。（例：千代田区県拠点を追加） 

  

 

② 
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③ 地方農政局等および県拠点が追加されたことを確認し、鍵マークをクリックします。 

  

 

④ 「県拠点フィルター」に地方農政局等および県拠点が追加されます。 

 

  

③ 

④ 
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（2） 県拠点フィルターを削除する 

鍵マークをクリックすると、以下の画像のダイアログが表示され、所属する地方農政局等

および県拠点の削除を行うことができます。 

必要に応じて、以下の手順で所属の地方農政局等および県拠点の削除を行ってください。 

 

① 削除する地方農政局等および県拠点名を選択し、×マークをクリックします。（例：千代

田区県拠点を削除） 

 

  

① 
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② ①で選択した地方農政局等および県拠点が削除されたことを確認し、鍵マークをクリック

します。 

 

 

 

③ ①で選択した県拠点が、「県拠点フィルター」から削除されたことを確認します。 

 

 

② 

③ 
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◆ 更新ボタン 

ページ内で変更した内容が保存され、ワークスペース画面に遷移します。 

※「5.1.1 ◆ページヘッダーエリア  (7) 更新ボタン」と同じ機能を持ちます。 

どちらも選択しても構いません。 
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◆ 関連リンクエリア 

現在開いているレコードに関連する機能や情報にすばやくアクセスするためのリンクが表

示されます。 
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5.1.2 お気に入り 

本項では、特定の画面（よく使用する画面など）をお気に入りに設定するための方法を説

明します。 

お気に入りは、よく使用する画面にアクセスしやすくするための機能です。お気に入りに

保存された画面は、ヘッダーメニューエリアの「お気に入り」をクリックすると表示される

ようになります。 
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① お気に入りに保存したい画面で「  」をクリックします。 

② 「完了」ボタンをクリックします。 

 

 

  

① 

② 
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③ ヘッダーメニューエリアの「お気に入り」に自分が設定した画面が表示されます。 

 

  

③ 
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5.1.3 検索条件による絞り込み表示（フィルター機能） 

本項では、申請データ一覧画面上で検索条件を設定して申請データの絞りこみをする方法

を説明します。 

 

（1） フィルター条件を設定する 

① フィルターボタンをクリックし、フィルター機能の詳細画面を表示します。 

② 条件をクリックします。 

③ フィールドを設定します。フィールドは検索したい項目のことを指します。 

④ 演算子を設定します。演算子の種類は「演算子の種類」をご参照ください。 

⑤ フィールドで設定した項目に対して検索したい値を設定します。 

⑥ 検索条件が複数ある場合、「または」/「および」ボタンで条件を追加します。 

⑦ 「実行」ボタンをクリックしてフィルターを適用します。 

（適用時はフィルター機能の詳細画面が閉じます） 

 

 

  

② 

① 

③ 

④ ⑤ 
⑥ 

⑦ 
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演算子の種類 

③で選択したフィールド（項目）によって演算子の選択肢は変化します。以下は、③で

「ステータス」を選択した場合の選択肢です。 

 

・ 次の値に等しい (=) 

・ 次の値と異なる (!=)  

・ 次の値のいずれか  

・ 次の値のいずれも含まない  

・ 次の値未満  

・ 次の値を超える  

・ 次の値以下 (<=)  

・ 次の値以上 (>=)  

・ 次の値を含む  

・ 次の値で始まる  

・ 次の値で終わる  

・ 次の値を含まない  

・ すべての値  

・ は次の値と同じ  

・ 次の間  

・ は次の値と異なる 
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（2） フィルター条件を保存する 

フィルターの条件を保存することで自分が設定した条件を繰り返し使うことができます。 

 

① 「保存したフィルター」をクリックします。 

② 「アクティブなフィルターの保存」をクリックします。 

 

 

③ 任意のフィルター名を入力します。 

④ 「保存」をクリックします。 

 

 

⑤ 保存したフィルターを使用する際は、「保存したフィルター」をクリックします。 

⑥ 任意のフィルター名をクリックします。 

 

① 

 

③  

④ 

② 

⑤ 

⑥ 

④ 

③ 
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（3） 設定したフィルターを削除する 

フィルター条件を削除することで、必要な条件のみで絞り込みを実行することができま

す。 

（削除時はフィルター機能の詳細画面はそのまま表示されます） 

 

① 削除マークをクリックします。 

 

 

② ①で削除したフィルター条件が表示されなくなります。 

 

  

① 
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（4） 特定の値で絞り込む 

申請データ一覧画面に表示されている申請データを、特定の値で絞り込むことができま

す。 

本項では、地方農政局等および県拠点が「中央区県拠点」の申請データを絞り込む方法を

例として説明します。 

 

① 絞り込む項目の値にカーソルを合わせた状態で右クリックします。 

（例：「中央区県拠点」） 

②  「この値で絞り込み」をクリックします。 

 

  

① 

② 
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③ ①で選択した値の申請データのみ絞り込まれて表示されます。 

（地方農政局等および県拠点が「中央区拠点」の申請データのみ表示されます） 

 

  

③ 
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④ ②で設定した条件を解除するためには、申請データ一覧画面左上に表示されているフィル

ターボタンをクリックし、フィルター機能の詳細画面を開きます。 

 

  

④ 
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⑤ ②で設定した条件を削除します。 

⑥ 「実行」ボタンをクリックします。 

 

  

⑤ 

⑥ 
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⑦ 申請データ一覧画面が更新されます。（①の状態に戻ります） 

 

  

⑦ 
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（5） 特定の値を絞り込み条件から除外する 

特定の値を除外することで、必要な値のみで絞り込み表示することができます。 

※除外された申請データは削除されません。 

本項では、協議会が「九段下協議会」の申請データを除外する方法を例として説明しま

す。 

 

① 除外する項目の値にカーソルを合わせた状態で右クリックします。 

（例：「九段下協議会」） 

② 「この値を除外」をクリックします。 

 

  

① 

② 
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③ ①で選択した値の申請データが除外されて表示されます。 

 

 

② 設定した条件を解除する手順は、「5.1.3（4）特定の値で絞り込む」の手順④～⑦をご参

照ください。 

  

③ 
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5.1.4 ページ送り 

申請データ一覧画面下部に表示されている各種マークをクリックすることで、ページ送り

が可能です。 

 

 

 

（1） ページ番号 

クリックすると選択したページが表示されます。 

（2） 次のページ 

クリックすると次ページが表示されます。 

（3） 最後のページ 

クリックすると最後のページが表示されます。 

 

(1) ページ番号 (2) 次のページ (3) 最後のページ 
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5.1.5 フィールドをカスタマイズ 

申請データ一覧画面の右上「  」ボタンをクリックし、「フィールドをカスタマイズ」

をクリックすると、画面上で追加・削除したい項目を選択できるダイアログが表示されま

す。 
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以下、画面に表示する項目を追加する場合の手順を説明します。 

① 左側の項目群で追加したい項目のチェックボックスにチェックを入れます。 

② チェックを入れると右側の項目群の末尾に当該項目が表示されます。 

※画面に表示する項目を削除する場合は、右側の項目の「×」マークをクリックします。 

③ 「適用」ボタンをクリックすると申請データ一覧画面上に選択した項目が表示されます。 

 

 

  

③ 

② 

① 
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5.1.6 リストを共有する 

申請データ一覧画面でユーザーが設定したフィルター条件は、同じ地方農政局等および県

拠点の他のユーザーに共有することができます。共有されたフィルター条件は、「自分のリ

スト」内の「一時的なリスト」から確認できます。 

 

（1） 他のユーザーにリストを共有する 

本項では、申請データ一覧画面で設定したフィルター条件を共有する方法を説明します。 

① 申請データ一覧画面の右上「  」ボタンをクリックします。 

② 「URLをコピー」をクリックします。 

 

  

① 

② 
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③ 左上にポップアップが表示された場合は、「許可する」をクリックし、再度手順①②を実

施します。 

 

  

③ 
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④ 「リンクがコピーされました。」とメッセージが表示されたことを確認します。 

メール等の手段で他のユーザーにリンクを共有してください。 

 

 

  

④ 
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※URLのコピーは、ブラウザ上部のアドレスバーからコピーする場合も同じURLを取得でき

ます。 
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（2） 共有されたリストを確認する 

本項では、他のユーザーから共有されたリストのリンクを自分のアカウントで確認する方

法を説明します。 

 

① ブラウザ上部のアドレスバーにリンクを貼り付け、Enterキーを押下します。 

 

※BAMSにログインしていない状態で①を実施すると、ログイン画面が表示されますので

ログインしてください。 
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② 「一時的なリスト」の中に表示されていることを確認します。 

③ リストを保存する場合は、「コピーを保存」をクリックします。 

 

 

④ 必要に応じて任意のタイトルを入力し、「Apply」ボタンをクリックします。 

 

④ 
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⑤ 保存したリストは、「保存したリスト」の中に格納されます。以後、「保存したリスト」

から確認することができます。 

 

  



       

BAMS（経安申請システム） 地方農政局等および県拠点向け操作手順書 

- 160 - 

 

5.1.7 画面の文字を大きくしたい場合 

画面の文字を大きくするには、ズーム機能を使う方法と、外観/デザイン設定を使う方法の

2つの方法があります。以下で説明します。 

 

（1） ズーム機能 

Microsoft Edge・Google Chromeの両方のブラウザではズーム機能を用いて、全体の画

面のサイズ・文字サイズを拡大縮小することが可能です。 

（「＋」ボタンを押下すると画面のサイズ・文字サイズが拡大になります） 

※ブラウザのズームは 125%、解像度 1280*1024で最適化するように画面設計を行ってい

るため、画面の拡大・縮小を行った場合でも画面が崩れません。 

 

Microsoft Edge： 

 

Google Chrome： 

 

 ※文字サイズのみ変更する場合は以下の手順で設定してください。 
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（2） 外観/デザイン設定 

Edge・Chromeの両方のブラウザでは、以下の手順で文字サイズのみを変更することも可

能です。 

 

◼ Microsoft Edgeの場合 

① 文字サイズを変更したい画面の右上上部に表示されている「  」マークをクリックしま

す。 

② 「設定」をクリックします。 

 

 

  

① 

② 
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③ 設定画面の左側メニューに表示されている「外観」をクリックします。 

④ 下にスクロールし、「フォント」をクリックします。 

 

  

③ 

④ 
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⑤ 「フォントサイズ」の「  」をクリックします。 

⑥ 表示された選択肢から希望のサイズをクリックします。 

（例：「フォントサイズ：特大」） 

以下が選択可能です。 

・ フォントサイズ：極小 

・ フォントサイズ：小 

・ フォントサイズ：中（推奨）➡ デフォルトの文字の大きさ 

・ フォントサイズ：大 

・ フォントサイズ：特大 

 

①で開いていた画面に戻ると、③で選択した文字サイズに自動で変更されます。 

  

⑤ 

⑥ 
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◼ Google Chromeの場合 

① 文字サイズを変更したい画面の右上上部に表示されている「  」マークをクリックしま

す。 

② 「設定」をクリックします。 

 

  

① 

② 
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③ 設定画面の左側メニューに表示されている「デザイン」をクリックします。 

④ 下にスクロールし、「フォントサイズ」の「▼」をクリックします。 

⑤ 表示された選択肢から希望のサイズをクリックします。 

（例：「フォントサイズ：極大」） 

以下が選択可能です。 

・ フォントサイズ：極小 

・ フォントサイズ：小 

・ フォントサイズ：中（推奨）➡ デフォルトの文字の大きさ 

・ フォントサイズ：大 

・ フォントサイズ：極大 

 

①で開いていた画面に戻ると、③で選択した文字サイズに自動で変更されます。 

 

  

③ 

④ 

⑤ 
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5.1.8 パスワードを忘れた場合 

パスワードを忘れてしまった場合、ログイン画面から現在のパスワードをリセットするこ

とができます。 

（1） 操作手順 

① BAMSにログインし「パスワードリセットはこちら」をクリックします。 

 

 

  

① 
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② ユーザー名の入力欄には、ユーザアカウント登録時に払い出されたユーザーIDを入力し

ます。 

※ユーザーID（例：xxxxx@maff.go.jp）を入力します。 

※ユーザーIDではなくユーザー名を入力した場合、パスワードリセットの通知メールは送信

されません。 

③ CAPTCHAに表示されている文字列を入力します。 

 

 

  

② 

③ 

xxxxx@maff.go.jp 
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④ 「次へ」をクリックします。 

 

 

  

④ 



       

BAMS（経安申請システム） 地方農政局等および県拠点向け操作手順書 

- 169 - 

 

⑤ メールアドレスを入力します。 

⑥ 「次へ」をクリックします。 

 

 

  

⑤ 

⑥ 
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⑦ 入力したメールアドレス宛にパスワードリセット手順が送信されたことを確認します。 
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⑧ メールアプリを起動し受信ボックスに「件名：【BAMS】パスワードリセットのお知らせ」

を受信していることを確認してください。 

 

⑨ 自分の協議会が該当する接続経路のURLをクリックします。 

 

 

⑨ 



       

BAMS（経安申請システム） 地方農政局等および県拠点向け操作手順書 

- 172 - 

 

⑩ 新しいパスワードを入力します。 

⑪ 新しいパスワードを再入力します。 

⑫ 「パスワードリセット」をクリックします。 

 

⑩ 

⑫ 

⑪ 
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⑬パスワードリセット完了画面を確認します。 

 

 

以上でパスワードリセットは完了です。 
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（2） CAPTCHAに表示されている文字列が読み取りづらい場合 

「パスワードリセットはこちら」をクリック後に表示されるCAPTCHAが読み取りづらい

場合は、以下の対応を実施してください。 

 

① CAPTCHAを更新する場合は、「 」をクリックします。 

 

 

  

① 
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② CAPTCHAを更新した場合は異なる文字列が生成されます。 

 

 

 

  

② 
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③ CAPTCHAの読み上げ音声を聞く場合は、「  」をクリックします。 

 

  

③ 
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6 逆引きインデックス 

◆ ログインで困ったとき 

・ ログインできない 

→「2.1 ログイン・ログアウト」 

 

・ パスワードを忘れた 

→「5.1.8 パスワードを忘れた場合」 

 

◆ 申請データが見つからない・表示を変えたいとき 

・ 申請データ一覧画面で特定の地方農政局等および県拠点の申請データのみ表示したい

→「3.1.1 担当する地方農政局等および県拠点の選択」 

 

・ 申請データ一覧画面で特定の協議会の申請データのみ表示したい 

→「3.1.2 担当する協議会の選択」 

 

・ 申請データ一覧画面に表示する申請データを条件で絞り込みたい 

→「5.1.3 検索条件による絞り込み表示（フィルター機能）」 

 

・ 申請データ一覧画面の表示項目（列）を変更したい 

→「5.1.5 フィールドをカスタマイズ」 
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・ 申請データ一覧画面で特定の値だけ絞り込んで表示したい 

→「5.1.3（4） 特定の値で絞り込む」 

 

・ フィルターを解除したい 

→「5.1.3（3）設定したフィルターを削除する」 

 

・ フィルターを保存して再度使いたい 

→「5.1.3（2）フィルター条件を保存する」 

 

・ 申請データ一覧画面で表示件数を変更したい 

→「2.3.4（5）表示件数変更ボタン」 

 

・ 前年度の申請データを確認したい 

→「2.2.2（3）過去データ一覧」をご参照のうえ、サイドメニューエリアから「過去

データ一覧」をクリックすると、前年度の申請データ一覧画面が表示されます。 

 

・ 過去の申請データを確認したい 

→「2.2.2（4）前年度一覧」をご参照のうえ、サイドメニューエリアから「前年度一

覧」をクリックすると、過去の申請データ一覧画面が表示されます。 
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◆ 承認・差戻の操作で困ったとき 

・ 承認前に帳票を出力して申請データを確認したい 

→「3.3 様式を PDF で出力する」 

 

・ 複数の申請データをまとめて承認／差戻したい 

→「3.4.1 一括承認する」／「3.6.1 一括差戻する」 

 

・ 「完了」となった申請データを「確認中」や「差戻」に戻したい 

→「3.7.2 承認後に編集する」の手順で「完了」となった申請データを「確認中」に

戻すことができます。「確認中」の申請データは、「3.6.2 個別で差戻する」の手順

で「差戻」に変更することができます。 

 

・ 協議会とやりとりしたい 

→「3.5.1 コメントを送信する」 

 

・ 地方農政局等および県拠点の内部だけでやりとりしたい 

→「3.5.2 作業メモを送信する」 

 

・ 協議会から「確認中」の申請データを編集可能にしてほしいと連絡があった 

→「3.6 申請データを差戻する」をご参照いただき、申請データのステータスを確認

中から「差戻」に変更してください。 
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◆ アカウント関連の手続きで困ったとき 

・ 協議会ユーザーのアカウント申請を承認したい 

→「4.1.2 承認の操作手順」 

 

・ 地方農政局等および県拠点ユーザーのアカウント発行・変更・削除について知りたい 

→「4.1.3地方農政局等および県拠点アカウントを発行・変更・削除する」 

 

◆ その他 

・ ステータスの種類や内容、遷移する場面を知りたい 

→「1.2.3 ステータスの遷移」 

 

・ 地方農政局等および県拠点の申請データの参照範囲について知りたい 

→「1.1.5 地方農政局等および県拠点のデータの参照範囲」 

 


